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山形県告示第134号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年２月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第135号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整備

すべき道路の部分を次のとおり指定した。

　なお、関係図面は、土木部交通基盤課において平成17年２月18日から同年３月３日まで縦覧に供する。

　　平成17年２月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17. 2. 3

居宅介護支援センターぱれっと

最上郡真室川町大字平岡字片杉野1692番地の12

YI'Sケアサポート株式会社

最上郡真室川町大字平岡字片杉野1692番地

の12
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２　路　線　名　　山形天童線

３　指定した道路の部分の区間　　山形市相生町478番５号から

　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　679番まで

４　指定年月日　　平成17年２月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第136号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成17年２月18日から同年３月３日まで縦覧に供す

る。

　　平成17年２月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　344号

２　供用開始の区間　　最上郡真室川町大字大沢字板ノ沢5312番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　字田郎209番２まで

３　供用開始の期日　　平成17年２月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第137号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり決定した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成17年２月18日から同年３月３日まで縦覧に供す

る。

　　平成17年２月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　鶴岡広野線

３　敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第138号

　山形県証紙条例施行規則（昭和39年４月県規則第34号）第16条第１項の規定により、次の証紙の売りさばき人か

ら、次のとおり証紙の売りさばき業務を廃止する旨の届出があった。

　　平成17年２月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

  選挙管理委員会関係

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第33号　

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の

届出があった。　

　　平成17年２月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

延　　長敷地の幅員区　　　　　　　　　　　　　　　　間

8,188
46.6～

10.8

鶴岡市大字文下字広野37番１から

酒田市大字広野字福岡726番２まで

メートルメートル

廃 止 年 月 日売りさばき所の所在地住　　　　　　　　　所氏　　　　名

平成15. 3.16米沢市窪田町窪田1395米沢市窪田町窪田1395髙 橋　 真
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　その他の団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第34号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の

届出があった。

　　平成17年２月18日　　

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第35号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成17年２月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第36号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年２月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成
17. 1.17

山形市あかねヶ丘２－11－13鈴 木　 博秋 元 秀 樹維新政党新風山形県本部

届出年月日
内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称
旧新

平成     
17. 1. 5

佐 藤 み ね お 後 援 会白 峯 会政 治 団 体 の 名 称白 峯 会

平成     
17. 1.25

鈴 木 円 吉今 田 正 夫代 表 者山形県農協政治連盟

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成16.12.18解　　　　散大木三男後援会

平成16.12.18解　　　　散今くにお後援会

平成16.12.20解　　　　散伊藤嘉一郎後援会

平成16.12.20解　　　　散川西町わゆう（髙橋和雄）後援会

平成16.12.24解　　　　散奥山俊一後援会

平成16.12.27解　　　　散西島英利天童市東村山郡医師会後援会

平成16.12.31解　　　　散政治連盟山形県防衛を支える会
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（その他の政治団体）　 　　　   　　       単位：円（資金管理団体）

川西町わゆう
（髙橋和雄）後援
会

奥山俊一後援会今くにお後援会大木三男後援会政 治 団 体 の 名 称

17. 1.1717. 1. 516.12.2016.12.22報告年月日

266,22091,99823,6940収入総額

266,21891,99823,6940　　前年繰越額

2000　　本年収入額

26,4139,00000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

2

2

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

26,413000　経常経費

4,388

22,025

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

09,00000　政治活動費

0

9,000

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大木三男後援会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

（その他の政治団体）　 　　　　 　　     単位：円

伊藤嘉一郎後援

会

政治連盟山形県

防衛を支える会

西島英利天童市
東村山郡医師会
後援会

政 治 団 体 の 名 称

17. 1.2617. 1.2417. 1.20報告年月日

47,267100,0000収入総額

47,26700　　前年繰越額

0100,0000　　本年収入額

0100,0000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0100,0000　寄附（内訳別掲）

100,000

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0100,0000　政治活動費

0

87,754

12,246

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無

大　木　三　男 米沢市議会議員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政治連盟山形県防衛を支える会

〇寄附の内訳

　（政治団体分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　　　　　　　　住所・所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第37号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団

体の指定を取り消した旨の届出があった。

　　平成17年２月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

  公　　　　　告  

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、山形県イントラネットファイル共有システム及

び職員認証システム保守業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成17年２月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　入札の場所及び日時

　 　場　所　　山形市松波二丁目８番１号　山形県庁ｅラーニングルーム（15階）

　 　日　時　　平成17年２月28日(月)午前10時

２　入札に付する事項

　 　調達をする役務の名称及び数量

　　　山形県イントラネットファイル共有システム及び職員認証システム保守業務　一式

　 　調達をする役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　 　履行期限　平成17年３月31日(木)

　 　入札方法　総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相

当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

　 　山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）第125条第６項の競争入札参加資格者名簿に登載されているこ

と。

　 　２の の役務に関し、迅速な提供を行う体制が整備されていることを証明できること。

　 　７の により提出された仕様書等により、基本的仕様、特質等が満たされ、使用目的に耐え得ることが証明

できること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市松波二丁目８番１号　山形県総務部総合政策室情報企画課電子県庁推進班　電話番号　023(630)3199

５　入札保証金及び契約保証金

　 　入札保証金　免除する。

　 　契約保証金　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれ

月原しげあき後援会 100,000円 東京都新宿区

　　指 定 取 消 年 月 日　　　　資 金 管 理 団 体 の 名 称　　公職の候補者の氏名

平成16.12.18大木三男後援会大 木 三 男
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かに該当する場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の２の規定に該当する入札は、無効である。

７　その他

　 　この公告による入札に参加を希望する者は、３の に係る証明書、仕様書その他必要な書類（以下「仕様書

等」という。）を平成17年２月23日（水）午後５時までに提出すること。この場合において、仕様書等を提出し

た者は、開札日の前日までに仕様書等に関し説明又は協議を求められた場合は、それに応じるものとする。

　 　この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。

　 　この入札及び契約については、県の都合により、調達手続の停止等があり得る。

　 　詳細については入札説明書による。
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